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埼玉県サッカー協会事業内容
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『選手及び指導者養成事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ☓ ○ ☓ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ○ ○
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓

ヶ月 0 ｺｰｽ 2022年度実施無し

【指導者養成】

SFAフットボールセンター

C級コーチ養成講習会 270

D級コーチ養成講習会 390 人 7 ヶ月

SFAフットボールセンターキッズリーダー養成講習会(U10コース) 24 人 2 ヶ月 2

人 7 ヶ月 11 ｺｰｽ SFAフットボールセンター

公益目的事業

Ⅰ.指導・普及事業

参加人数(実績)

1.選手及び指導者養成事業

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

正しいサッカー及びフットサルを普及するために、県民に対して、健全で安全なスポーツ環境を提供する必要がある。これを実現するためには、何よりも先ず、指導者と審判員の養成とその質の向上が

不可欠である。指導者と審判員は、児童や青少年の各年代の技術的、身体的、精神的な発達度合いに応じた適切な指導方法を体得し、正しいルールを理解する必要がある。正しい指導ができる指導

者と審判員のもとで、安全に継続して楽しみながらプレイすることが、児童や青少年の健全な発達を促し、可能性を引き出し、素質を開花させることに繋がる。

≪内容≫

当該事業は、選手の育成・強化を通じて競技力の向上を図り、指導者を養成して埼玉県民のサッカーのレベルアップを図ることにある。

【成果】

サッカーとフットサルを合わせた選手登録数は52,462人(2022年3月末時点)で昨年度より1,171人減少。チーム登録数は1,697チームで昨年度より6チーム増加。指導者登録数は6,108

人(2022年11月1日時点)で東京、神奈川に次いで全国第3位。その内、女性指導者登録数は250人で東京に次いで全国第2位。

8 ヶ月 15 ｺｰｽ

6

24 人 5 ヶ月 1 ｺｰｽ

ｺｰｽ

SFAフットボールセンター ，他

1 A級・B級コーチ埼玉県トライアル 60 人 4 ヶ月 2 ｺｰｽ SFAフットボールセンター ，他

SFAフットボールセンターキッズリーダー養成講習会(U6コース) 6 人 2 ヶ月 2

24 人 1 ヶ月 1

SFAフットボールセンター

SFAフットボールセンター

事業活動

2

3

4

，他

SFAフットボールセンター ，他

7

8 ｺｰｽ

キッズリーダー養成講習会(ALLコース) 51 人 2 ヶ月 2 ｺｰｽ

キッズリーダー養成講習会(U8コース) 8 人 1 ヶ月 1 ｺｰｽ

，他

5 リフレッシュ研修会 366 人

，他

B級コーチ養成講習会

，他

SFAフットボールセンター ，他

13 ｺｰｽ

，他

，他

9

11 47FAチューター研修会 ｺｰｽ

10 フットサルC級コーチ養成講習会 0 人 0
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『選手及び指導者養成事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ○ ○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓

人

，他

SFAフットボールセンター,RHF駒場

細田学園,成徳深谷

SFAフットボールセンターｺｰｽ

卜伝の郷運動公園

SFAフットボールセンター
，他

，他

0 ヶ月 0

ｺｰｽ SFAフットボールセンター

県女子GKトレーニングセンター 0 人

ｺｰｽ

ｺｰｽ 2022年度実施無し

54 人 1 ヶ月 1 ｺｰｽ ひたちなか市総合運動公園(茨城)

1

JFAガールズ・エイトU-12(関東)

トレセンプログラム

12 埼玉県サッカーカンファレンス 0 人 0 ヶ月 0

県女子トレーニングセンターU16/15/14/13 113 人 11 ヶ月 1

関東トレセンリーグ【U16/15/14/13/12】

14

15

16

18

20

17

【指導者養成】

ｺｰｽ 2022年度実施無し

公益目的事業

Ⅰ.指導・普及事業

参加人数(実績)

1.選手及び指導者養成事業

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

正しいサッカー及びフットサルを普及するために、県民に対して、健全で安全なスポーツ環境を提供する必要がある。これを実現するためには、何よりも先ず、指導者と審判員の養成とその質の向上が

不可欠である。指導者と審判員は、児童や青少年の各年代の技術的、身体的、精神的な発達度合いに応じた適切な指導方法を体得し、正しいルールを理解する必要がある。正しい指導ができる指導

者と審判員のもとで、安全に継続して楽しみながらプレイすることが、児童や青少年の健全な発達を促し、可能性を引き出し、素質を開花させることに繋がる。

≪内容≫

当該事業は、選手の育成・強化を通じて競技力の向上を図り、指導者を養成して埼玉県民のサッカーのレベルアップを図ることにある。

【成果】

サッカーとフットサルを合わせた選手登録数は52,462人(2022年3月末時点)で昨年度より1,171人減少。チーム登録数は1,697チームで昨年度より6チーム増加。指導者登録数は6,108

人(2022年11月1日時点)で東京、神奈川に次いで全国第3位。その内、女性指導者登録数は250人で東京に次いで全国第2位。

ｺｰｽ

ｺｰｽ県トレーニングセンターU16

12 ヶ月 1

160 人 9 ヶ月21

事業活動

19

SFAフットボールセンター

274 人

県トレーニングセンターU15/14/13 525 人

県トレーニングセンターU12 99

7 ヶ月 1

，他

，他

埼玉県サッカーコーチアカデミー 50 人 5 ヶ月 1 ｺｰｽ SFAフットボールセンター ，他13

【選手育成】

県GKトレーニングセンター

182 人 9 ヶ月 1

12 ヶ月 1 ｺｰｽ

RHF駒場 ，他
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S級 A級G A級U15 A級U12 B級 C級

北海道 13 61 13 19 305 1,175

青森県 2 28 4 5 74 215

岩手県 6 16 1 3 100 346

宮城県 11 40 7 145 367

秋田県 18 3 3 47 181

山形県 3 21 2 6 73 323

福島県 6 27 1 3 86 369

茨城県 16 63 5 13 236 798

栃木県 2 43 1 11 138 608

群馬県 7 37 3 4 157 554

埼玉県 28 91 7 19 343 2,209

千葉県 31 77 6 13 341 1,359

東京都 75 175 11 43 479 3,125

神奈川県 61 144 7 20 496 1,694

山梨県 7 28 1 4 114 338

長野県 6 45 2 5 161 887

新潟県 5 48 1 5 149 555

富山県 4 24 4 3 91 428

石川県 2 32 4 103 370

福井県 3 16 1 58 277

静岡県 54 100 8 16 363 1,203

愛知県 15 53 7 13 234 1,046

三重県 4 28 7 5 81 412

岐阜県 1 17 4 6 136 538

滋賀県 8 20 3 8 124 298

京都府 6 47 6 5 146 491

大阪府 33 106 11 32 292 1,265

兵庫県 13 67 5 7 261 1,027

奈良県 1 25 2 2 60 301

和歌山県 1 13 2 4 64 216

鳥取県 2 13 3 32 181

島根県 2 11 2 1 67 267

岡山県 7 37 2 5 119 423

広島県 9 61 3 8 170 531

山口県 3 25 3 4 104 259

香川県 6 20 1 6 82 273

徳島県 1 19 2 8 83 191

愛媛県 6 42 1 2 106 336

高知県 5 15 2 6 60 218

福岡県 10 46 12 161 605

佐賀県 1 22 6 71 241

長崎県 4 26 5 113 283

熊本県 3 28 3 9 114 421

大分県 4 29 2 9 93 269

宮崎県 2 19 2 90 232

鹿児島県 4 25 4 4 138 540

沖縄県 2 14 4 3 107 296

合計 495 1,962 157 381 7,167 28,541 47,791 879 44 171 1,686 89,274 49 186 2,145 364 193 9,159 12,096

324 8 2 15 1,064 2 1 31 9 2 82 127

268 9 1 25 729 42 3 3 107 155

251 3 2 2 11 675 1 2 18 1 3 60 85

228 16 11 600 2 16 6 122 146

511 1 17 960 1 24 6 4 64 99

522 13 12 1,125 10 38 4 5 250 307

989 79 4 46 1,952 1 3 43 8 4 218 277

215 1 1 8 566 1 10 4 1 119 135

425 4 2 22 946 1 25 4 6 51 87

128 3 2 22 461 1 1 16 4 29 51

456 28 1 17 890 1 34 1 2 203 241

313 9 1 1 9 637 2 22 3 1 77 105

934 4 2 31 1,753 3 6 35 7 5 114 170

420 5 3 19 845 2 3 49 4 1 59 118

497 13 22 882 16 1 131 148

536 22 2 37 1,190 5 46 6 7 156 220

241 4 2 9 556 4 18 5 1 93 121

455 2 6 694 1 12 1 68 82

2,150 37 1 5 54 3,627 2 6 71 10 6 557 652

103 20 5 16 535 2 2 18 2 72 96

528 12 1 21 1,263 1 2 39 9 2 148 201

915 72 4 11 93 2,834 6 23 100 23 17 672 841

634 12 1 24 1,373 1 2 38 5 3 85 134

497 7 2 12 979 1 6 33 8 2 44 94

1,953 40 2 15 66 3,444 3 5 81 10 6 383 488

509 12 1 2 36 1,097 1 25 7 2 198 233

246 32 633 2 3 20 1 2 53 81

2,953 3 2 8 57 4,767 10 79 22 10 78 199

294 5 21 874 36 6 3 234 279

425 4 1 3 26 970 35 1 2 419 457

518 24 1 2 37 1,688 4 53 14 3 438 512

713 9 5 39 1,529 1 5 46 7 7 165 231

4,186 53 7 12 152 6,832 4 15 164 22 17 405 627

311 9 2 12 826 1 5 15 5 3 118 147

3,228 26 7 7 55 5,150 1 5 73 11 8 261 359

8,534 138 8 37 222 12,847 5 17 249 26 19 775 1,091

710 10 2 13 1,497 1 41 10 5 104 161

3,230 80 2 8 91 6,108 1 10 129 21 5 516 682

1,472 4 2 21 2,630 2 9 41 18 5 156 231

1,461 6 2 19 2,291 1 3 37 13 5 339 398

359 9 1 13 810 26 4 3 96 129

629 11 18 1,150 2 26 5 2 91 126

786 13 2 2 22 1,395 4 34 7 4 123 172

323 5 3 15 598 1 1 20 3 1 89 115

464 11 1 11 815 2 1 14 5 1 94 117

442 10 1 1 21 947 19 2 213 234

本ライセンス 付加ライセンス

D級 ｷｯｽﾞL FS A級 FS B級 FS C級 合計 A級U15 A級U12 GKﾚﾍﾞﾙ1 GKﾚﾍﾞﾙ2 GKﾚﾍﾞﾙ3 ｷｯｽﾞL 合計

1,505 16 1 4 128 3,240 2 88 10 5 230 335

2022年度＿都道府県別指導者登録数一覧参考
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『審判員養成事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ○ ☓
8 ｺｰｽ オンライン、または埼玉県内各地

ｺｰｽ

2級審判員昇級1次審査 6 人 2 ヶ月 2 ｺｰｽ 埼玉県内各地

2級審判員体力テスト 59 人 4 ヶ月 4 ｺｰｽ SFAフットボールセンター

オンライン、本庄市市民活動交流センター

3級審判インストラクター研修会 118 人 12 ヶ月 2 ｺｰｽ オンライン、または埼玉県内各地

，他

2 3級審判インストラクター新規認定講習会 8 人 1 ヶ月 1 ｺｰｽ 坂戸市文化施設オルモ ，他

1 2級審判インストラクター養成講座 4 人 1 ヶ月 1 ｺｰｽ 秋葉の森公園サッカー場、坂戸市文化施設オルモ

公益目的事業

Ⅰ.指導・普及事業

参加人数(実績)

2.審判員養成事業

【サッカー】

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

正しいサッカー及びフットサルを普及するために、県民に対して、健全で安全なスポーツ環境を提供する必要がある。これを実現するためには、何よりも先ず、指導者と審判員の養成とその質の向上が

不可欠である。指導者と審判員は、児童や青少年の各年代の技術的、身体的、精神的な発達度合いに応じた適切な指導方法を体得し、正しいルールを理解する必要がある。正しい指導ができる指導

者と審判員のもとで、安全に継続して楽しみながらプレイすることが、児童や青少年の健全な発達を促し、可能性を引き出し、素質を開花させることに繋がる。

【成果】

審判員及びインストラクターを合わせた有資格登録者数は20,144名(2023年3月末日時点)であった。

≪内容≫

本法人が主催する競技会は、日本協会が認定する有資格者の審判員によって行うことが前提となっている。公認３級及び４級の審判員の養成は、都道府県サッカー協

会が担当するため、本法人では日本協会の審判資格体系に基づく審判資格認定講習会を実施し、資格の認定を行う。また、有資格者の資質を高めるための研修会（審

判トレーニングセンター）、資格更新のために行う更新講習会、審判の指導や評価を行うインストラクター養成講習会等を実施する。さらに各種大会に審判員やインスト

ラクターを割当て、派遣することも行う。

事業活動

3級新規審判インストラクター研修会 4 人 2 ヶ月 1 ｺｰｽ 狭山市堀兼・赤坂の森

3級審判インストラクター更新講習会 69 人 2 ヶ月 2

3級審判員昇級審査 160 人 8 ヶ月

3

4

5

8

7

6
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『審判員養成事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
各種大会等インストラター派遣 203 人 ｺｰｽ 埼玉県内各地12 ヶ月

トップレフェリー育成 16 人 10 ヶ月 1 ｺｰｽ SFAフットボールセンター ，他

女性審判員育成 15 人 12 ヶ月 ｺｰｽ 埼玉県内各地

レフェリーアカデミー講習会 7 人 12 ヶ月 1 ｺｰｽ SFAフットボールセンター ，他

4級審判員更新講習会(JFAﾗｰﾆﾝｸﾞ含む) 9,104 人 4 ヶ月 ｺｰｽ 埼玉県内各地、JFAラーニング

4級審判員新規講習会 5,861 人 11 ヶ月 ｺｰｽ オンライン、または埼玉県内各地

9 2･3級審判員更新講習会(JFAﾗｰﾆﾝｸﾞ含む) 1,278 人 4 ヶ月 ｺｰｽ 埼玉県内各地、JFAラーニング(3級)

公益目的事業

Ⅰ.指導・普及事業

参加人数(実績)

2.審判員養成事業

【サッカー】

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

正しいサッカー及びフットサルを普及するために、県民に対して、健全で安全なスポーツ環境を提供する必要がある。これを実現するためには、何よりも先ず、指導者と審判員の養成とその質の向上が

不可欠である。指導者と審判員は、児童や青少年の各年代の技術的、身体的、精神的な発達度合いに応じた適切な指導方法を体得し、正しいルールを理解する必要がある。正しい指導ができる指導

者と審判員のもとで、安全に継続して楽しみながらプレイすることが、児童や青少年の健全な発達を促し、可能性を引き出し、素質を開花させることに繋がる。

【成果】

審判員及びインストラクターを合わせた有資格登録者数は20,144名(2023年3月末日時点)であった。

≪内容≫

本法人が主催する競技会は、日本協会が認定する有資格者の審判員によって行うことが前提となっている。公認３級及び４級の審判員の養成は、都道府県サッカー協

会が担当するため、本法人では日本協会の審判資格体系に基づく審判資格認定講習会を実施し、資格の認定を行う。また、有資格者の資質を高めるための研修会（審

判トレーニングセンター）、資格更新のために行う更新講習会、審判の指導や評価を行うインストラクター養成講習会等を実施する。さらに各種大会に審判員やインスト

ラクターを割当て、派遣することも行う。

事業活動

16

10

11

12

13

14

15 審判研修会派遣 36 人 12 ヶ月 ｺｰｽ 関東近県 ，他
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『審判員養成事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

22 ３級審判インストラクター新規講習会 0 人 0 ヶ月 0 ｺｰｽ 2022年度実施無し

３級審判インストラクター研修会 0 人

公益目的事業

Ⅰ.指導・普及事業

参加人数(実績)

2.審判員養成事業

【サッカー】

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

正しいサッカー及びフットサルを普及するために、県民に対して、健全で安全なスポーツ環境を提供する必要がある。これを実現するためには、何よりも先ず、指導者と審判員の養成とその質の向上が

不可欠である。指導者と審判員は、児童や青少年の各年代の技術的、身体的、精神的な発達度合いに応じた適切な指導方法を体得し、正しいルールを理解する必要がある。正しい指導ができる指導

者と審判員のもとで、安全に継続して楽しみながらプレイすることが、児童や青少年の健全な発達を促し、可能性を引き出し、素質を開花させることに繋がる。

【成果】

審判員及びインストラクターを合わせた有資格登録者数は20,144名(2023年3月末日時点)であった。

≪内容≫

本法人が主催する競技会は、日本協会が認定する有資格者の審判員によって行うことが前提となっている。公認３級及び４級の審判員の養成は、都道府県サッカー協

会が担当するため、本法人では日本協会の審判資格体系に基づく審判資格認定講習会を実施し、資格の認定を行う。また、有資格者の資質を高めるための研修会（審

判トレーニングセンター）、資格更新のために行う更新講習会、審判の指導や評価を行うインストラクター養成講習会等を実施する。さらに各種大会に審判員やインスト

ラクターを割当て、派遣することも行う。

事業活動

講習会講師研修会 54 人 2 ヶ月 ｺｰｽ オンライン、または埼玉県内各地

各種大会等審判員派遣 1,600 人 12 ヶ月 ｺｰｽ 埼玉県内各地

審判員･インストラクター登録普及 83 人 1 ヶ月 ｺｰｽ オンライン、または埼玉県内各地

0 ヶ月 0 ｺｰｽ

市町審判委員長会議 45 人 1 ヶ月 ｺｰｽ オンライン

17

20

19

18

21

23

【フットサル】

2022年度実施無し

アフター10事業 0 人 0 ヶ月 0 ｺｰｽ 2022年度実施無し
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『審判員養成事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

，他28 4級審判員更新講習会(JFAﾗｰﾆﾝｸﾞ含む) 180 人 6 ヶ月 1 ｺｰｽ オンライン

【フットサル】

公益目的事業

Ⅰ.指導・普及事業

参加人数(実績)

2.審判員養成事業

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

正しいサッカー及びフットサルを普及するために、県民に対して、健全で安全なスポーツ環境を提供する必要がある。これを実現するためには、何よりも先ず、指導者と審判員の養成とその質の向上が

不可欠である。指導者と審判員は、児童や青少年の各年代の技術的、身体的、精神的な発達度合いに応じた適切な指導方法を体得し、正しいルールを理解する必要がある。正しい指導ができる指導

者と審判員のもとで、安全に継続して楽しみながらプレイすることが、児童や青少年の健全な発達を促し、可能性を引き出し、素質を開花させることに繋がる。

【成果】

審判員及びインストラクターを合わせた有資格登録者数は20,144名(2023年3月末日時点)であった。

≪内容≫

本法人が主催する競技会は、日本協会が認定する有資格者の審判員によって行うことが前提となっている。公認３級及び４級の審判員の養成は、都道府県サッカー協

会が担当するため、本法人では日本協会の審判資格体系に基づく審判資格認定講習会を実施し、資格の認定を行う。また、有資格者の資質を高めるための研修会（審

判トレーニングセンター）、資格更新のために行う更新講習会、審判の指導や評価を行うインストラクター養成講習会等を実施する。さらに各種大会に審判員やインスト

ラクターを割当て、派遣することも行う。

事業活動

24 ３級審判インストラクター更新講習会 5 人 1 ヶ月 1 ｺｰｽ オンライン

26 ３級審判員昇級審査 0 人 0 ヶ月 0 ｺｰｽ 2022年度実施無し

25 ２級審判員昇級予備審査 0 人 0 ヶ月 0 ｺｰｽ 2022年度実施無し

29 2･3級審判員更新講習会(JFAﾗｰﾆﾝｸﾞ含む) 38 人 6 ヶ月 2 ｺｰｽ SFAフットボールセンター、オンライン ，他

27 ４級審判員新規講習会 98 人 3 ヶ月 3 ｺｰｽ オンライン

31 ４級審判員向け審判情報の発信 379 人 12 ヶ月 12 ｺｰｽ オンライン

30 ４級審判員を対象とした研修会及び実技指導 0 人 0 ヶ月 0 ｺｰｽ 2022年度実施無し
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『審判員養成事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ○ ☓ ○
35 審判員研修会 53 人 4 ヶ月 4 ｺｰｽ SFAフットボールセンター、関東近県

，他

34 各種大会等審判員派遣 883 人 11 ヶ月 11 ｺｰｽ 宮代町総合体育館、SFAフットボールセンター ，他

33 各種大会等インストラクター派遣 35 人 9 ヶ月 27 ｺｰｽ 宮代町総合体育館、SFAフットボールセンター

32

【フットサル】

レフェリートレーニングセンター 29 人 3 ヶ月 4 ｺｰｽ 深谷市総合体育館、SFAフットボールセンター、オンライン

公益目的事業

Ⅰ.指導・普及事業

参加人数(実績)

2.審判員養成事業

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

正しいサッカー及びフットサルを普及するために、県民に対して、健全で安全なスポーツ環境を提供する必要がある。これを実現するためには、何よりも先ず、指導者と審判員の養成とその質の向上が

不可欠である。指導者と審判員は、児童や青少年の各年代の技術的、身体的、精神的な発達度合いに応じた適切な指導方法を体得し、正しいルールを理解する必要がある。正しい指導ができる指導

者と審判員のもとで、安全に継続して楽しみながらプレイすることが、児童や青少年の健全な発達を促し、可能性を引き出し、素質を開花させることに繋がる。

【成果】

審判員及びインストラクターを合わせた有資格登録者数は20,144名(2023年3月末日時点)であった。

≪内容≫

本法人が主催する競技会は、日本協会が認定する有資格者の審判員によって行うことが前提となっている。公認３級及び４級の審判員の養成は、都道府県サッカー協

会が担当するため、本法人では日本協会の審判資格体系に基づく審判資格認定講習会を実施し、資格の認定を行う。また、有資格者の資質を高めるための研修会（審

判トレーニングセンター）、資格更新のために行う更新講習会、審判の指導や評価を行うインストラクター養成講習会等を実施する。さらに各種大会に審判員やインスト

ラクターを割当て、派遣することも行う。

事業活動
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『広報紙発行事業／ホームページ運営事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4 ヶ月

公益目的事業

Ⅰ.指導・普及事業

≪内容≫

本法人が主催する各種大会の状況、最新のトピックを取り上げた広報紙「SFA　NEWS」を、全加盟チーム及び関係者に配信する。また、全文をホームページに掲載している。また、本法人の組

織、事業、競技会、委員会、連盟等の全ての情報を本法人のオフィシャルホームページにて提供し、内容を日々更新して情報を発信している。当事業の財源は、当該事業に係る日本協会からの補

助金及びホームページ運営協賛金である。

事業活動 参加人数(実績)

3.広報紙発行事業

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

正しいサッカー及びフットサルを普及するために、県民に対して、健全で安全なスポーツ環境を提供する必要がある。これを実現するためには、何よりも先ず、指導者と審判員の養成とその質の向上が

不可欠である。指導者と審判員は、児童や青少年の各年代の技術的、身体的、精神的な発達度合いに応じた適切な指導方法を体得し、正しいルールを理解する必要がある。正しい指導ができる指導

者と審判員のもとで、安全に継続して楽しみながらプレイすることが、児童や青少年の健全な発達を促し、可能性を引き出し、素質を開花させることに繋がる。

【成果】

登録メンバーだけでなく、県民の皆様にも本法人が行っている事業や取り組み、考え方を発信している。大会視察などで県内各地へ訪問した際には、本法人の取り組み

やＳＦＡニュースについての話題で、意見や感想をいただくことが多い。登録メンバーには公式ウェブサイトにアップした時点で「ＳＦＡメールマガジン」を送信し、閲覧する

よう積極的な働きかけを行った。

1 ホームページ運営管理 12 ヶ月

ヶ月2 ホームページ更新(新規コンテンツ・システム構築等) 12

1

4.ホームページ運営事業

事業活動 参加人数(実績)
回数(頻度)

会場（備考）
期間 月数 コース数

SFAニュース(ウェブサイト機関紙)発行 4 回

【成果】

本法人主催の試合結果や関連する事業報告等については、各担当者から情報が届き次第更新している。また各連盟主催の試合結果や情報等については、各連盟のサ

イトをアップし、それらとリンクすることで情報更新をしている。公益性を持つ団体として、協会の概要・組織・定款等を公開。2022年度よりSFAフットボールセンター予

約システムを導入し、時間的稼働と人的労力の減少を図ることができた。
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16

『地域での普及事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ○ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

人 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ﾁｰﾑ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

人 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ﾁｰﾑ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

≪内容≫②キッズフェスティバル

幼稚園年長児（U-６）や小学校低学年児童（U-８）を対象として、サッカーに親しむ場を提供する事業。

4

キッズ(U10)エリートマッチ 12 ﾁｰﾑ 1

【成果】

キッズフェスティバルは、コロナの影響がまだ残りながらも、２０２１年度に引き続き2022年度も無事開催する事ができた。コロナの感染状況や感染者数の波を配慮しながらの実施であったが、

参加者へは安全な環境でボールを蹴る楽しさなど伝えられた。

35 人 10

3

ヶ月 ｺｰｽ ，他
越谷東高校・岩槻高校

八潮市立八條中学校

5 JFAキッズＵ－８サッカーフェスティバル坂戸

事業活動 参加人数(実績)
回数(頻度)

6 JFAキッズＵ－８サッカーフェスティバルくまがや 1 ヶ月 1

公益目的事業

Ⅰ.指導・普及事業

5.地域での普及事業

≪内容≫①キッズプログラム／ユース関連プログラム

埼玉県教育委員会を通して希望する幼稚園・保育園・小学校へ、日本協会の認定を受けた指導者を無料で派遣する巡回指導を、主として実施している。他に、中学年代

の部活動引退後の活動支援を行うトライアルＳＦＡや地域で密着する形でＵ-８リーグ戦等を開催している。

事業活動 参加人数(実績)

正しいサッカー及びフットサルを普及するために、県民に対して、健全で安全なスポーツ環境を提供する必要がある。これを実現するためには、何よりも先ず、指導者と審判員の養成とその質の向上が

不可欠である。指導者と審判員は、児童や青少年の各年代の技術的、身体的、精神的な発達度合いに応じた適切な指導方法を体得し、正しいルールを理解する必要がある。正しい指導ができる指導

者と審判員のもとで、安全に継続して楽しみながらプレイすることが、児童や青少年の健全な発達を促し、可能性を引き出し、素質を開花させることに繋がる。

【成果】

まだコロナの影響とその対策を要した2022年度でありましたが、多くの子供たちに、スポーツの楽しさ、ボールと触れあうことの楽しさを伝えることができた。巡回指導やトライアルSFAでは柔軟

なコロナ対策を求められましたが、質の高い指導を安全に実施することができた。

2 U8リーグ戦 151 ﾁｰﾑ 12

1 キッズ巡回指導 80 回 8

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

ヶ月 ｺｰｽ SFAフットボールセンター

ヶ月 1 ｺｰｽ 坂戸市民運動公園第一多目的グランド

5.地域での普及事業

トライアルSFA

ｺｰｽ 彩の国熊谷ドーム

1

会場（備考）
期間 月数 コース数

ｺｰｽ 埼玉県内各地

ヶ月 ｺｰｽ 埼玉県内幼稚園・保育園・小学校

ヶ月

434

48

311

34
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『地域での普及事業』

人 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ﾁｰﾑ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓

人 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ﾁｰﾑ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓

人 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ﾁｰﾑ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

7 人 1

事業活動 参加人数(実績)

≪内容≫③レディース・ガールズフェスティバル

女子を対象としたサッカーに親しむための普及事業。スクール形式やオープン参加の試合形式のもの等がある。

期間

≪内容≫②キッズフェスティバル

幼稚園年長児（U-６）や小学校低学年児童（U-８）を対象として、サッカーに親しむ場を提供する事業。

【成果】

キッズフェスティバルは、コロナの影響がまだ残りながらも、２０２１年度に引き続き2022年度も無事開催する事ができた。コロナの感染状況や感染者数の波を配慮しながらの実施であったが、

参加者へは安全な環境でボールを蹴る楽しさなど伝えられた。

5.地域での普及事業

9 JFAキッズU-8フェスティバル越谷しらこばと 1

11 JFAガールズサッカーフェスティバル 70 人 1

10

ｺｰｽ

ｺｰｽ

8

23

SFAフットボールセンター

ヶ月 ｺｰｽ SFAフットボールセンターJFAレディース・ガールズサッカーフェスティバル

越谷しらこばと運動公園競技場

事業活動 参加人数(実績)
回数(頻度)

ヶ月

7 ＪＦＡキッズＵ－８サッカーフェスティバル川越 1 ヶ月 1 ｺｰｽ 川越運動公園陸上競技場

会場（備考）
月数 コース数

，他

公益目的事業

Ⅰ.指導・普及事業

正しいサッカー及びフットサルを普及するために、県民に対して、健全で安全なスポーツ環境を提供する必要がある。これを実現するためには、何よりも先ず、指導者と審判員の養成とその質の向上が

不可欠である。指導者と審判員は、児童や青少年の各年代の技術的、身体的、精神的な発達度合いに応じた適切な指導方法を体得し、正しいルールを理解する必要がある。正しい指導ができる指導

者と審判員のもとで、安全に継続して楽しみながらプレイすることが、児童や青少年の健全な発達を促し、可能性を引き出し、素質を開花させることに繋がる。

5.地域での普及事業

【成果】

コロナ禍ではあったが、ガールズサッカーフェスティバルを行う事が出来た。

ヶ月 1

回数(頻度)

会場（備考）
期間 月数 コース数

ＪＦＡキッズＵ－６サッカーフェスティバルSFAFC 1 ヶ月 1 ｺｰｽ SFAフットボールセンター

425

277

237

39

34
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『地域での普及事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○

駿河台大学(飯能市)

ヶ月 0 ｺｰｽ 2022年度実施無し

，他

月数 コース数

14 登録拡大推進事業 249 人 1 ヶ月 ｺｰｽ

13 女子サッカーデー 0 人 0

，他

5.地域での普及事業
≪内容≫④JFA活動推進必須事業

ＪＦＡから必須とされる事業を行う。サッカーを楽しむサッカーファミリーの安心・安全を守る担当者としてのウェルフェアオフィサー養成事業やより多くの方々にサッカーに親しんでいただき、サッ

カーファミリーを増やしていくことを目指す地域密着型のフットボールデー、女性の方が興味を持てるようなフェスティバル形式で開催する女子サッカーデーを実施。また、シニア、女子、小学生低

学年をターゲットに登録拡大に向けた取り組みを行う登録拡大推進事業を実施する。

事業活動 参加人数(実績)
回数(頻度)

会場（備考）
期間

ウェルフェアオフィサージェネラル

リフレッシュ研修会

【成果】

各種別横断的にウェルフェアオフィサー(WO)ジェネラルの資格を得て、今後のWO有資格者の拡大を図っていきたい。女子サッカーデーは実施できなかったが、登録拡大推進事業はＷｅリーグ

チームの協力(ちふれエルフェン埼玉)を得て、埼玉県西部地区を中心に数箇所で行う事ができた。

12 22 人 1 ヶ月 ｺｰｽ オンライン

公益目的事業

Ⅰ.指導・普及事業

正しいサッカー及びフットサルを普及するために、県民に対して、健全で安全なスポーツ環境を提供する必要がある。これを実現するためには、何よりも先ず、指導者と審判員の養成とその質の向上が

不可欠である。指導者と審判員は、児童や青少年の各年代の技術的、身体的、精神的な発達度合いに応じた適切な指導方法を体得し、正しいルールを理解する必要がある。正しい指導ができる指導

者と審判員のもとで、安全に継続して楽しみながらプレイすることが、児童や青少年の健全な発達を促し、可能性を引き出し、素質を開花させることに繋がる。

堀兼・上赤坂公園(狭山市)
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『スポーツマネジャー養成事業／その他の普及事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

地域FA 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市町FA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

≪内容≫助成金

埼玉県内の市町においてサッカーの普及振興を行い、本法人に届け出た団体（以下、市町協会）及び本法人の加盟チームによって結成され、本法人が設立許可した各

連盟に対し、運営助成金を支給している。当事業は収益事業等の収入を財源としている。

四地域連絡協議会･市町協会への助成金

★5万円(市町協会のみ登録チーム数×1,000円加算)

ヶ月3 各種連盟への助成金 ※各種連盟により異なる 12

2 12

【成果】

登録市町協会数は24協会で、助成金総額は224万円1千円。また4地域（西部並びに北部地域）の助成金は10万円。

約52,500人の選手と約6,100人の指導者、約20,000人の審判有資格者が、市町協会や種別連盟の大会等でサッカーの活動を行っている。

ヶ月

事業活動 参加人数(実績)
回数(頻度)

会場（備考）
期間 月数 コース数

2

24

7.その他の普及事業

ヶ月 0 ｺｰｽ 2022年度実施無し1 JFAスポーツマネジャーズカレッジサテライト講座in埼玉 0 人 0

公益目的事業

Ⅰ.指導・普及事業

6.スポーツマネジャー養成事業

≪内容≫

スポーツイベント、クラブ経営等のマネジメント能力を有する人材養成を目的とする講座。多くの県民への受講の機会を広げるために、日本協会が行っているスポーツマ

ネジャーズカレッジ（ＳＭＣ）講座を簡易版として提供する事業。環境分析、行動計画、目標管理などの６セッションを実施する。当事業の財源は、受講料である。

事業活動 参加人数(実績)
回数(頻度)

会場（備考）
期間 月数 コース数

正しいサッカー及びフットサルを普及するために、県民に対して、健全で安全なスポーツ環境を提供する必要がある。これを実現するためには、何よりも先ず、指導者と審判員の養成とその質の向上が

不可欠である。指導者と審判員は、児童や青少年の各年代の技術的、身体的、精神的な発達度合いに応じた適切な指導方法を体得し、正しいルールを理解する必要がある。正しい指導ができる指導

者と審判員のもとで、安全に継続して楽しみながらプレイすることが、児童や青少年の健全な発達を促し、可能性を引き出し、素質を開花させることに繋がる。

【成果】

2022年度は実施しなかった。
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『主催事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓

【1種】

【2種】

試合は、選手のパフォーマンスの表現の場であり、日頃積み重ねた練習の成果を確認する場である。選手は観客に観られることで成長し、試合の競い合いを通じて更に進化する。こうした機会を、サッカー及びフットサ

ルに親しみたい多くの人たちへ提供するために、年代別、性別、地域や自治体別などに競技会を組織し、各種の競技会を主催又は関連団体と共同して開催する。

競技会開催を通じて、県民のスポーツへの関心と理解を深め、青少年の健全な育成と生涯スポーツの推進をめざす。また、地域との連携を図ることにより、コミュニティの絆を深め、地域活動の健全な発展に寄与す

る。

≪内容≫

本法人が、運営に関する事項を決定できる権限と責任を負う競技会を開催する事業である。具体的には、大会要項に記載する事項（会場、スケジュール、参加資格、競

技方法、競技規則等）を、本法人が責任を持って決定し、直接主催する。

7 9 ﾁｰﾑ 1
埼玉県大学サッカー選手権兼

総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関東代表決定戦埼玉県予選

ヶ月 ｺｰｽ 各学校会場 ，他8 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ埼玉 200 ﾁｰﾑ 9

堀崎公園グランド

ヶ月 ｺｰｽ 各大学グランド

ヶ月 ｺｰｽ 各大学グランド ，他

，他

4 全国クラブチームサッカー選手権大会 埼玉県大会 58 ﾁｰﾑ 3

，他

6 彩の国カップ埼玉県サッカー選手権大会大学代表決定戦 11 ﾁｰﾑ 2

ヶ月 ｺｰｽ 埼玉県内各地

5 埼玉県自治体職員サッカー選手権大会 9 ﾁｰﾑ 2 ヶ月 ｺｰｽ

3 埼玉県社会人サッカー連盟会長杯兼彩の国カップ2次予選 48 ﾁｰﾑ 2 ヶ月 ｺｰｽ 埼玉県内各地

ヶ月 ｺｰｽ 埼玉スタジアム第2/SFAフットボールセンター

2 埼玉県社会人サッカー連盟会長杯予選兼彩の国カップ1次予選 88 ﾁｰﾑ 2

1 彩の国カップ　埼玉県サッカー選手権大会 4 ﾁｰﾑ 2

ヶ月 ｺｰｽ 埼玉県内各地

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

公益目的事業

Ⅱ．競技会開催事業

1.主催事業(種別)

事業活動 参加人数(実績)

【成果】

コロナの感染対策を十分に施しながら、サッカー・フットサルともに、少年からシニアまで男女を問わず、多くの選手が公式戦で練習の成果を競い合った。
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『主催事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓

公益目的事業

Ⅱ．競技会開催事業

1.主催事業(種別)

【成果】

コロナの感染対策を十分に施しながら、サッカー・フットサルともに、少年からシニアまで男女を問わず、多くの選手が公式戦で練習の成果を競い合った。

150 ﾁｰﾑ 11 ヶ月 ｺｰｽ 各学校会場 ，他

11 52 ﾁｰﾑ 2

10 90 ﾁｰﾑ 1

9 U-16 埼玉県サッカーリーグ

全国高等学校サッカー選手権大会

埼玉県大会1次予選トーナメント

全国高等学校サッカー選手権大会

埼玉県大会2次予選トーナメント
ヶ月 ｺｰｽ ，他

ヶ月 ｺｰｽ 各学校会場 ，他

埼玉県内各地

13 400 ﾁｰﾑ 10 ヶ月 ｺｰｽ

12 日本クラブユースサッカー選手権大会(U-15)埼玉県予選 80 ﾁｰﾑ 2 ヶ月 ｺｰｽ

埼玉県内各地

15 埼玉県ユース(U-13)サッカー選手権大会中学校1次予選 340 ﾁｰﾑ 4 ヶ月 ｺｰｽ 中学校会場 ，他

14 埼玉県ユース(U-13)サッカーリーグ 9 ﾁｰﾑ 3 ヶ月 ｺｰｽ 埼玉県内各地

，他16 埼玉県ユース(U-13)サッカー選手権大会中学校2次予選 42 ﾁｰﾑ 2 ヶ月 ｺｰｽ 中学校会場

試合は、選手のパフォーマンスの表現の場であり、日頃積み重ねた練習の成果を確認する場である。選手は観客に観られることで成長し、試合の競い合いを通じて更に進化する。こうした機会を、サッカー及びフットサ

ルに親しみたい多くの人たちへ提供するために、年代別、性別、地域や自治体別などに競技会を組織し、各種の競技会を主催又は関連団体と共同して開催する。

競技会開催を通じて、県民のスポーツへの関心と理解を深め、青少年の健全な育成と生涯スポーツの推進をめざす。また、地域との連携を図ることにより、コミュニティの絆を深め、地域活動の健全な発展に寄与す

る。

≪内容≫

本法人が、運営に関する事項を決定できる権限と責任を負う競技会を開催する事業である。具体的には、大会要項に記載する事項（会場、スケジュール、参加資格、競

技方法、競技規則等）を、本法人が責任を持って決定し、直接主催する。

高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ

高円宮杯JFA全日本U-15サッカー選手権大会埼玉県大会

【2種】

【3種】

NACK5スタジアム大宮

浦和駒場スタジアム
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『主催事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

【3種】

24 関東U-12サッカー大会埼玉県大会(地区予選実施) 84 ﾁｰﾑ 3 ヶ月

23 Ｕ-11/Ｕ-10サッカーリーグ2022 242 ﾁｰﾑ 12 ヶ月

ｺｰｽ 埼玉スタジアム第2グラウンド ，他

ｺｰｽ 埼玉県内各地

埼玉スタジアム第4グラウンド ，他

試合は、選手のパフォーマンスの表現の場であり、日頃積み重ねた練習の成果を確認する場である。選手は観客に観られることで成長し、試合の競い合いを通じて更に進化する。こうした機会を、サッカー及びフットサ

ルに親しみたい多くの人たちへ提供するために、年代別、性別、地域や自治体別などに競技会を組織し、各種の競技会を主催又は関連団体と共同して開催する。

競技会開催を通じて、県民のスポーツへの関心と理解を深め、青少年の健全な育成と生涯スポーツの推進をめざす。また、地域との連携を図ることにより、コミュニティの絆を深め、地域活動の健全な発展に寄与す

る。

≪内容≫

本法人が、運営に関する事項を決定できる権限と責任を負う競技会を開催する事業である。具体的には、大会要項に記載する事項（会場、スケジュール、参加資格、競

技方法、競技規則等）を、本法人が責任を持って決定し、直接主催する。

【4種】

埼玉スタジアム第2グランド ，他

22 埼玉県第4種新人戦 472 ﾁｰﾑ 5 ヶ月 ｺｰｽ

埼玉スタジアム第2グランド ，他

21 JFA全日本U-12サッカー選手権大会 埼玉県大会 156 ﾁｰﾑ 2 ヶ月 ｺｰｽ

埼玉県内各地

20 埼玉県第４種サッカーリーグ選手権大会 52 ﾁｰﾑ 2 ヶ月 ｺｰｽ

19 埼玉県第４種サッカーリーグ戦 449 ﾁｰﾑ 7 ヶ月 ｺｰｽ

埼玉県内各地

埼玉県内各地

18 埼玉県ユース(U-13)サッカー選手権大会 16 ﾁｰﾑ 2 ヶ月 ｺｰｽ

17 埼玉県ユース(U-13)サッカー選手権大会クラブ予選 60 ﾁｰﾑ 4 ヶ月 ｺｰｽ

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

公益目的事業

Ⅱ．競技会開催事業

1.主催事業(種別)

事業活動 参加人数(実績)

【成果】

コロナの感染対策を十分に施しながら、サッカー・フットサルともに、少年からシニアまで男女を問わず、多くの選手が公式戦で練習の成果を競い合った。
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『主催事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

0

，他

皇后杯JFA全日本女子サッカー選手権大会埼玉県予選

2ﾁｰﾑ1030

【女子】

兼埼玉県女子サッカー大会
ヶ月 ｺｰｽ SFAフットボールセンター ，他

28

ｺｰｽ

JFA全日本O-30 女子サッカー大会埼玉県予選 0 ﾁｰﾑ

ｺｰｽ

埼玉県女子ユ－ス(U-18)サッカ－選手権大会

兼関東女子ユース(U-18)サッカー選手権大会埼玉県予選
ヶ月

ｺｰｽ

新座市総合運動公園

ｺｰｽ 埼玉スタジアム第3グランド

，他

2022年度実施無し

（参加チーム１チームのため）

滑川総合運動公園グランド ，他

ヶ月

27 埼玉県サッカー少年団中央大会 32 ﾁｰﾑ 2 ヶ月

埼玉県少女フェスティバル大会

ヶ月

26 19 ﾁｰﾑ 3 ヶ月

25 埼玉県少女サッカー大会

32 4 ﾁｰﾑ 1

17 ﾁｰﾑ 1

試合は、選手のパフォーマンスの表現の場であり、日頃積み重ねた練習の成果を確認する場である。選手は観客に観られることで成長し、試合の競い合いを通じて更に進化する。こうした機会を、サッカー及びフットサ

ルに親しみたい多くの人たちへ提供するために、年代別、性別、地域や自治体別などに競技会を組織し、各種の競技会を主催又は関連団体と共同して開催する。

競技会開催を通じて、県民のスポーツへの関心と理解を深め、青少年の健全な育成と生涯スポーツの推進をめざす。また、地域との連携を図ることにより、コミュニティの絆を深め、地域活動の健全な発展に寄与す

る。

≪内容≫

本法人が、運営に関する事項を決定できる権限と責任を負う競技会を開催する事業である。具体的には、大会要項に記載する事項（会場、スケジュール、参加資格、競

技方法、競技規則等）を、本法人が責任を持って決定し、直接主催する。

【4種】

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

公益目的事業

Ⅱ．競技会開催事業

1.主催事業(種別)

事業活動 参加人数(実績)

【成果】

コロナの感染対策を十分に施しながら、サッカー・フットサルともに、少年からシニアまで男女を問わず、多くの選手が公式戦で練習の成果を競い合った。

，他

，他

，他

29 埼玉県女子サッカーリーグ1部/2部/3部 24 ﾁｰﾑ 10 ヶ月 ｺｰｽ

ｺｰｽ 埼玉スタジアム第2グランド

ｺｰｽ SFAフットボールセンター

SFAフットボールセンター

大島新田多目的G/しらこばと運動公園

31 2 ﾁｰﾑ 1 ヶ月
埼玉県サッカー協会会長杯

兼埼玉県女子サッカー選手権大会
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『主催事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

34

35

埼玉県女子 U-14新人戦大会 19 ﾁｰﾑ 3 ヶ月 ｺｰｽ

42
埼玉県高等学校女子サッカー選手権大会

兼関東高等学校女子サッカー選手権大会予選

選抜高校女子サッカー大会「めぬまカップ」in熊谷 48 ﾁｰﾑ 1 ヶ月 ｺｰｽ
熊谷スポーツ文化公園

熊谷市利根川運動公園サッカー場

2 ヶ月 ｺｰｽ

ﾁｰﾑ 9 ヶ月

，他

【シニア】

熊谷スポーツ文化公園

戸田惣右衛門G/くまぴあ

38 SFA U-18女子サッカーリーグ 36 ｺｰｽ 埼玉県内各地

【女子】

ｺｰｽ

熊谷スポーツ文化公園

，他
埼玉県女子ユ－ス(U-15)サッカ－選手権大会

兼関東女子ユース(U-15)サッカー選手権大会埼玉県予選

ｺｰｽ 埼玉県内各地

埼玉県内各地

36 埼玉県女子 U-15サッカーリーグ 20 ﾁｰﾑ 7 ヶ月

ﾁｰﾑ 2 ヶ月

37

33 15 ﾁｰﾑ

試合は、選手のパフォーマンスの表現の場であり、日頃積み重ねた練習の成果を確認する場である。選手は観客に観られることで成長し、試合の競い合いを通じて更に進化する。こうした機会を、サッカー及びフットサ

ルに親しみたい多くの人たちへ提供するために、年代別、性別、地域や自治体別などに競技会を組織し、各種の競技会を主催又は関連団体と共同して開催する。

競技会開催を通じて、県民のスポーツへの関心と理解を深め、青少年の健全な育成と生涯スポーツの推進をめざす。また、地域との連携を図ることにより、コミュニティの絆を深め、地域活動の健全な発展に寄与す

る。

≪内容≫

本法人が、運営に関する事項を決定できる権限と責任を負う競技会を開催する事業である。具体的には、大会要項に記載する事項（会場、スケジュール、参加資格、競

技方法、競技規則等）を、本法人が責任を持って決定し、直接主催する。

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

公益目的事業

Ⅱ．競技会開催事業

1.主催事業(種別)

事業活動 参加人数(実績)

【成果】

コロナの感染対策を十分に施しながら、サッカー・フットサルともに、少年からシニアまで男女を問わず、多くの選手が公式戦で練習の成果を競い合った。

，他
SFAフットボールセンター

39 埼玉県O-40サッカーリーグ(1部) 12 ﾁｰﾑ 7 ヶ月 ｺｰｽ 埼玉県内各地
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『主催事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

彩の国くまがやドーム体育館45 JFA 全日本 U-15 女子フットサル選手権大会埼玉県大会 2 ﾁｰﾑ 1 ヶ月

ｺｰｽ

ヶ月

ｺｰｽ 彩の国くまがやドーム体育館

43 32 ﾁｰﾑ 2

ﾁｰﾑ 1

44

42 JFA 全日本 U-15 フットサル選手権大会埼玉県大会 8 ﾁｰﾑ 1

40 JFA 全日本フットサル選手権大会埼玉県大会

【フットサル】

36 ﾁｰﾑ 4 ヶ月

SFAフットボールセンター

JFA バーモントカップ 
全日本 U-12 フットサル選手権大会埼玉県大会

ﾁｰﾑ 1 ヶ月

ｺｰｽ 埼玉県内体育館

JFA 全日本 U-18 フットサル選手権大会埼玉県大会 7

ヶ月

ヶ月
彩の国くまがやドーム体育館

46

ｺｰｽ 埼玉県内体育館

ｺｰｽ 彩の国くまがやドーム体育館

ｺｰｽ 彩の国くまがやドーム体育館全日本大学フットサル大会埼玉県大会 3 ﾁｰﾑ 1 ヶ月

41

ｺｰｽ

JFA 全日本女子フットサル選手権大会埼玉県大会 4

試合は、選手のパフォーマンスの表現の場であり、日頃積み重ねた練習の成果を確認する場である。選手は観客に観られることで成長し、試合の競い合いを通じて更に進化する。こうした機会を、サッカー及びフットサ

ルに親しみたい多くの人たちへ提供するために、年代別、性別、地域や自治体別などに競技会を組織し、各種の競技会を主催又は関連団体と共同して開催する。

競技会開催を通じて、県民のスポーツへの関心と理解を深め、青少年の健全な育成と生涯スポーツの推進をめざす。また、地域との連携を図ることにより、コミュニティの絆を深め、地域活動の健全な発展に寄与す

る。

≪内容≫

本法人が、運営に関する事項を決定できる権限と責任を負う競技会を開催する事業である。具体的には、大会要項に記載する事項（会場、スケジュール、参加資格、競

技方法、競技規則等）を、本法人が責任を持って決定し、直接主催する。

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

公益目的事業

Ⅱ．競技会開催事業

1.主催事業(種別)

事業活動 参加人数(実績)

【成果】

コロナの感染対策を十分に施しながら、サッカー・フットサルともに、少年からシニアまで男女を問わず、多くの選手が公式戦で練習の成果を競い合った。
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29

『受託事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

NACK5スタジアム大宮

浦和駒場スタジアム

1

関東サッカー協会

5 ｺｰｽ SFAフットボールセンター
JFA第34回全日本O-30女子サッカー大会

関東地区予選会
ヶ月

ｺｰｽ
NACK5スタジアム大宮

浦和駒場スタジアム

ｺｰｽ 2022年度実施無し

ヶ月

6 8 ﾁｰﾑ 1 ヶ月 埼玉スタジアムｺｰｽ

，他

13 ﾁｰﾑ

公益目的事業

Ⅱ．競技会開催事業

試合は、選手のパフォーマンスの表現の場であり、日頃積み重ねた練習の成果を確認する場である。選手は観客に観られることで成長し、試合の競い合いを通じて更に進化する。こうした機会を、サッカー及びフットサ

ルに親しみたい多くの人たちへ提供するために、年代別、性別、地域や自治体別などに競技会を組織し、各種の競技会を主催又は関連団体と共同して開催する。

競技会開催を通じて、県民のスポーツへの関心と理解を深め、青少年の健全な育成と生涯スポーツの推進をめざす。また、地域との連携を図ることにより、コミュニティの絆を深め、地域活動の健全な発展に寄与す

る。

2.受託事業

≪内容≫

本法人が、競技会運営の主管を担う事業であり、主催者は日本協会及び関東サッカー協会等である。競技会運営の権限と責任はすべて主催者側にある。

12 試合

試合

日本サッカー協会

1 国際試合 0 0 ヶ月

【成果】

2021年度とは異なり、日本代表等の国際試合は実施されなかった。天皇杯は、浦和レッズ及び大宮アルディージャのHOMEで1試合ずつ実施した。

関東協会(KTFA)主催で、女子(O-30)及びシニア(O-60)の大会を協会(委員会)、連盟と協力し主管した。高校選手権については、例年通り、埼スタ、駒場、NACKの3会場で実施した。

事業活動 参加人数(実績)
回数(頻度)

会場（備考）
期間 月数 コース数

ｺｰｽ

関東地区予選会

その他

3 皇后杯JFA 全日本女子サッカー選手権大会 0 試合 0 ヶ月 ｺｰｽ 2022年度実施無し

4 全国高等学校サッカー選手権大会 2 ヶ月

JFA第23回全日本O-60サッカー大会

2 天皇杯JFA 全日本サッカー選手権大会 2 試合 1

決勝ラウンド
7

全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2022
4 ﾁｰﾑ 1 ヶ月 ｺｰｽ 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場
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『補助事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

公益目的事業

Ⅱ．競技会開催事業

試合は、選手のパフォーマンスの表現の場であり、日頃積み重ねた練習の成果を確認する場である。選手は観客に観られることで成長し、試合の競い合いを通じて更に進化する。こうした機会を、サッカー及びフットサ

ルに親しみたい多くの人たちへ提供するために、年代別、性別、地域や自治体別などに競技会を組織し、各種の競技会を主催又は関連団体と共同して開催する。

競技会開催を通じて、県民のスポーツへの関心と理解を深め、青少年の健全な育成と生涯スポーツの推進をめざす。また、地域との連携を図ることにより、コミュニティの絆を深め、地域活動の健全な発展に寄与す

る。

3.補助事業(種別)

事業活動 参加人数(実績)

ｺｰｽ 関東各地

≪内容≫

各連盟等が主催する競技会を、本法人が後援する事業である。当事業では各連盟のチーム加盟費及び選手登録費の総額に応じて補助金を交付する場合がある。

なお、受託及び補助事業における競技会においても、本法人から人を派遣し、競技会運営が要項に則って適切に行われることを担保している。当事業の財源は、競技会参加料、日本協会及び関

東サッカー協会等からの補助金、各連盟からの負担金、日本協会からの受託金、入場料、大会プログラム販売収入、企業等からのプログラム制作協賛金及び大会協賛金である。

【成果】

コロナの余波を受けながらも、各種別連盟等の多大なる努力により例年通りの多くの事業を行う事ができた。

全国社会人サッカー選手権大会関東予選 5 ﾁｰﾑ 1 ヶ月

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

【1種】

1

ｺｰｽ 埼玉県内各地

ｺｰｽ 埼玉県内各地3 埼玉県市町村対抗戦兼県民総合スポーツ大会 23 ﾁｰﾑ 2 ヶ月

2 埼玉県社会人サッカーリーグ1部/2部/3部 76 ﾁｰﾑ 7 ヶ月

ｺｰｽ 埼玉県内各地

ｺｰｽ 東京多摩フットボールセンター

ｺｰｽ SFAフットボールセンター

4 社会人リーグ選抜交流戦 20 人 1 ヶ月

関東大学サッカーリーグNorte

埼玉県大学サッカーリーグ戦

5 各地区ブロックリーグ決勝大会 26 ﾁｰﾑ

6 県リーグ1部/2部/3部昇降格決定戦 6 ﾁｰﾑ 1 ヶ月

2 ヶ月

ｺｰｽ

7 9 9 ヶ月 ｺｰｽ

【3種】

8 埼玉県クラブユース(U-15) サッカー選手権大会 76 ﾁｰﾑ 2 ヶ月 埼玉県内各地

各大学グランド ，他ﾁｰﾑ
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『補助事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓
15

13 埼玉県クラブユースサッカー選手権U-10大会 22 ﾁｰﾑ 1

【シニア】

埼玉県O-40サッカーリーグ(2部/3部)

14
第35回県民総合スポーツ大会

兼埼玉県O-40サッカー選手権大会

ｺｰｽ SFAフットボールセンター

12 埼玉県クラブユースサッカー選手権U-11大会 24 ﾁｰﾑ 1 ヶ月 ｺｰｽ 熊谷スポーツ文化東第一多目的G

公益目的事業

Ⅱ．競技会開催事業

試合は、選手のパフォーマンスの表現の場であり、日頃積み重ねた練習の成果を確認する場である。選手は観客に観られることで成長し、試合の競い合いを通じて更に進化する。こうした機会を、サッカー及びフットサ

ルに親しみたい多くの人たちへ提供するために、年代別、性別、地域や自治体別などに競技会を組織し、各種の競技会を主催又は関連団体と共同して開催する。

競技会開催を通じて、県民のスポーツへの関心と理解を深め、青少年の健全な育成と生涯スポーツの推進をめざす。また、地域との連携を図ることにより、コミュニティの絆を深め、地域活動の健全な発展に寄与す

る。

3.補助事業(種別)

事業活動 参加人数(実績)

≪内容≫

各連盟等が主催する競技会を、本法人が後援する事業である。当事業では各連盟のチーム加盟費及び選手登録費の総額に応じて補助金を交付する場合がある。

なお、受託及び補助事業における競技会においても、本法人から人を派遣し、競技会運営が要項に則って適切に行われることを担保している。当事業の財源は、競技会参加料、日本協会及び関

東サッカー協会等からの補助金、各連盟からの負担金、日本協会からの受託金、入場料、大会プログラム販売収入、企業等からのプログラム制作協賛金及び大会協賛金である。

【成果】

コロナの余波を受けながらも、各種別連盟等の多大なる努力により例年通りの多くの事業を行う事ができた。

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

11 埼玉県クラブユースサッカー選手権U-12大会 20 ，他

【3種】

30

埼玉県内各地

ｺｰｽ 埼玉県内各地

ｺｰｽ SFAフットボールセンター

【4種】

10 埼玉県クラブユースサッカー選手権U-12会長杯 0 ﾁｰﾑ 0 ヶ月 ｺｰｽ 2022年度実施無し

ヶ月

859

ヶ月 ｺｰｽ

ｺｰｽ 埼玉県内各地

，他

ﾁｰﾑ 3

，他ヶ月

ﾁｰﾑ 9 ヶ月

42 ﾁｰﾑ 4

ﾁｰﾑ 9 ヶ月埼玉県クラブユース(U-14) サッカー選手権大会
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『補助事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓

16 埼玉県O-50サッカーリーグ(1部/2部) 33

【シニア】

ｺｰｽ 埼玉県内各地

公益目的事業

Ⅱ．競技会開催事業

試合は、選手のパフォーマンスの表現の場であり、日頃積み重ねた練習の成果を確認する場である。選手は観客に観られることで成長し、試合の競い合いを通じて更に進化する。こうした機会を、サッカー及びフットサ

ルに親しみたい多くの人たちへ提供するために、年代別、性別、地域や自治体別などに競技会を組織し、各種の競技会を主催又は関連団体と共同して開催する。

競技会開催を通じて、県民のスポーツへの関心と理解を深め、青少年の健全な育成と生涯スポーツの推進をめざす。また、地域との連携を図ることにより、コミュニティの絆を深め、地域活動の健全な発展に寄与す

る。

3.補助事業(種別)

事業活動 参加人数(実績)

≪内容≫

各連盟等が主催する競技会を、本法人が後援する事業である。当事業では各連盟のチーム加盟費及び選手登録費の総額に応じて補助金を交付する場合がある。

なお、受託及び補助事業における競技会においても、本法人から人を派遣し、競技会運営が要項に則って適切に行われることを担保している。当事業の財源は、競技会参加料、日本協会及び関

東サッカー協会等からの補助金、各連盟からの負担金、日本協会からの受託金、入場料、大会プログラム販売収入、企業等からのプログラム制作協賛金及び大会協賛金である。

【成果】

コロナの余波を受けながらも、各種別連盟等の多大なる努力により例年通りの多くの事業を行う事ができた。

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

ﾁｰﾑ 8

所沢航空記念公園サッカー場

2022年度実施無し

ｺｰｽ

ヶ月

8 ヶ月

0 ヶ月

ヶ月

19 JFA 全日本O-４０サッカー大会埼玉県予選 4 ﾁｰﾑ 1 ヶ月

17 埼玉県O-60サッカーリーグ 10 ﾁｰﾑ 7 ｺｰｽヶ月

14 ﾁｰﾑ18 埼玉県シニアO-65/70/75サッカーリーグ ｺｰｽ 埼玉県内各地

，他ｺｰｽ 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場

埼玉県内各地

2022年度実施無し

0 ｺｰｽ

21 埼玉県O-50サッカーフェスティバル 0 ﾁｰﾑ 0 ヶ月 ｺｰｽ 2022年度実施無し

22 埼玉県O-60サッカーフェスティバル 0 ﾁｰﾑ

ﾁｰﾑ
埼玉スーパーシニア(O-70)

サッカーフェスティバル
23

24 埼玉県O-40サッカーリーグ入替戦 4 ﾁｰﾑ 1

20 JFA 全日本O-50サッカー大会埼玉県予選 4 ﾁｰﾑ 1 ヶ月 ｺｰｽ 熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 ，他

，他

0 ヶ月 ｺｰｽ
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『補助事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓

【シニア】

公益目的事業

Ⅱ．競技会開催事業

試合は、選手のパフォーマンスの表現の場であり、日頃積み重ねた練習の成果を確認する場である。選手は観客に観られることで成長し、試合の競い合いを通じて更に進化する。こうした機会を、サッカー及びフットサ

ルに親しみたい多くの人たちへ提供するために、年代別、性別、地域や自治体別などに競技会を組織し、各種の競技会を主催又は関連団体と共同して開催する。

競技会開催を通じて、県民のスポーツへの関心と理解を深め、青少年の健全な育成と生涯スポーツの推進をめざす。また、地域との連携を図ることにより、コミュニティの絆を深め、地域活動の健全な発展に寄与す

る。

3.補助事業(種別)

事業活動 参加人数(実績)

≪内容≫

各連盟等が主催する競技会を、本法人が後援する事業である。当事業では各連盟のチーム加盟費及び選手登録費の総額に応じて補助金を交付する場合がある。

なお、受託及び補助事業における競技会においても、本法人から人を派遣し、競技会運営が要項に則って適切に行われることを担保している。当事業の財源は、競技会参加料、日本協会及び関

東サッカー協会等からの補助金、各連盟からの負担金、日本協会からの受託金、入場料、大会プログラム販売収入、企業等からのプログラム制作協賛金及び大会協賛金である。

【成果】

コロナの余波を受けながらも、各種別連盟等の多大なる努力により例年通りの多くの事業を行う事ができた。

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

ｺｰｽ

ｺｰｽ

4

ヶ月

9

9

7

ヶ月 SFAフットボールセンター

SFAフットボールセンター

，他

SFAフットボールセンター

埼玉県内体育館

，他

，他

10

6

ヶ月 ｺｰｽ SFAフットボールセンター

ヶ月 ｺｰｽ

ｺｰｽ

ヶ月 ｺｰｽ

ヶ月 埼玉県内体育館

埼玉県内体育館

ヶ月

10 ﾁｰﾑ ｺｰｽ 埼玉県内体育館

，他ｺｰｽ 所沢航空記念公園サッカー場

10 ヶ月

【フットサル】

28 ﾁｰﾑ

26 埼玉県フットサルリーグ1部

10 ﾁｰﾑ

9

32

埼玉県フットサルオープンリーグ

埼玉県U-18フットサルリーグ

29 10 ﾁｰﾑ

埼玉県U-12フットサルリーグ 5 ﾁｰﾑ

531 埼玉県U-15フットサルリーグ 6 ﾁｰﾑ

30 ﾁｰﾑ

埼玉県フットサルリーグ3部

27 埼玉県フットサルリーグ2部

25 埼玉県O-50サッカーリーグ入替戦 4 ﾁｰﾑ 1
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『補助事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ○ ☓ ☓ ☓ ☓

公益目的事業

Ⅱ．競技会開催事業

試合は、選手のパフォーマンスの表現の場であり、日頃積み重ねた練習の成果を確認する場である。選手は観客に観られることで成長し、試合の競い合いを通じて更に進化する。こうした機会を、サッカー及びフットサ

ルに親しみたい多くの人たちへ提供するために、年代別、性別、地域や自治体別などに競技会を組織し、各種の競技会を主催又は関連団体と共同して開催する。

競技会開催を通じて、県民のスポーツへの関心と理解を深め、青少年の健全な育成と生涯スポーツの推進をめざす。また、地域との連携を図ることにより、コミュニティの絆を深め、地域活動の健全な発展に寄与す

る。

3.補助事業(種別)

事業活動 参加人数(実績)

≪内容≫

各連盟等が主催する競技会を、本法人が後援する事業である。当事業では各連盟のチーム加盟費及び選手登録費の総額に応じて補助金を交付する場合がある。

なお、受託及び補助事業における競技会においても、本法人から人を派遣し、競技会運営が要項に則って適切に行われることを担保している。当事業の財源は、競技会参加料、日本協会及び関

東サッカー協会等からの補助金、各連盟からの負担金、日本協会からの受託金、入場料、大会プログラム販売収入、企業等からのプログラム制作協賛金及び大会協賛金である。

【成果】

コロナの余波を受けながらも、各種別連盟等の多大なる努力により例年通りの多くの事業を行う事ができた。

回数(頻度)
会場（備考）

期間 月数 コース数

7 ヶ月埼玉県女子フットサルリーグ

埼玉県フットサル トレーニングセンター ヶ月

ヶ月

【その他】

35 障害者サッカー大会補助 120 人 2
大宮第２公園

NACK5スタジアム大宮

33

34 330 人 12

5 ﾁｰﾑ ｺｰｽ
埼玉県内体育館

SFAフットボールセンター

ｺｰｽ ，他

ｺｰｽ
埼玉県内体育館

SFAフットボールセンター

【フットサル】
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『代表関連事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓ ○ ☓ ☓ ☓ ☓ ☓

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

☓ ☓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ☓ ☓ ☓

【成果】

※国体本大会（栃木県大会）には少年女子、成年男子の2チームが出場。成年男子が3位、少年女子が4位の成績を収め、サッカー競技の総合順位で優勝を果たすことができた。各種別の埼玉

県代表として出場した全国大会では、レジスタFC(4種)がJFA全日本U-12サッカー選手権大会で2年連続の優勝を果たし、高円宮妃杯JFA第27回全日本U-15女子サッカー選手権大会で

は、大宮VENTUS U-15と浦和レッズレディースジュニアユースが共に3位の成績を収めた。

ヶ月

ヶ月1 国民体育大会（少年女子/成年男子） 2 ﾁｰﾑ 1 ｺｰｽ 栃木県内各地

ｺｰｽ2 全国大会出場チーム支援 18 ﾁｰﾑ 7

公益目的事業

Ⅲ．代表関連事業
県民にサッカーに対するより一層の興味を惹かせ、理解を深めるためには、埼玉県内においてサッカーの素質ある者を、埼玉県を代表する選手に育て、更に日本トップレベルへと引き上げ、ひいては世

界へと送り出す育成強化の取り組みが不可欠である。都道府県単位の参加による競技会である国民体育大会の競技会をはじめとする県内外の活動や、海外交流などのグローバルな活動を通じて、

更なる競技力向上をめざす。日々たゆまぬ努力を続け、競技力を高め、夢や目標の実現に向かってチャレンジする姿は、広く県民に勇気や生きる力を与える。また、県民の心身の健全な発達と豊かな人

間性を涵養することにも繋がる。

代表関連事業
≪内容≫

全国大会出場チームの支援や、国民体育大会におけるサッカー競技の埼玉県代表チームの編成を行う事業である。全国大会出場チームに対しては、奨励金という形で支援を行っている。また国

民体育大会については、サッカー競技は、成年、女子、少年の３種別あり、本法人の技術委員会が中心となって強化方針、監督・スタッフの人選、チーム編成等を協議し、決定する。それぞれの監

督・スタッフは代表選手の選考を行って、関東ブロック大会、本大会に臨む。また、日本のトップレベル、世界をめざし得る逸材を育てるために、競技力向上の事業を展開する。当事業の財源は、日

本協会、埼玉県、及び（公財）埼玉県スポーツ協会からの補助金、協賛企業からのユニフォーム等の物品提供である。

≪奨励金対象チーム≫

◎サッカー：東京国際大学、昌平高校、大宮アルディージャU18、浦和レッドダイヤモンズユース、東浦和中学校、南浦和中学校、浦和レッドダイヤモンズJrユース、江南南サッカースポーツ少年

団、レジスタFC、FC楓昴Life、ちふれASエルフェンマリ、浦和レッズレディースJrユース、大宮アルディージャVENTUSU15、INAC白岡レディース、SOL TODA、FC浦和シニア

◎フットサル：東京国際大学、江南南サッカースポーツ少年団

事業活動 参加人数(実績)
回数(頻度)

会場（備考）
期間 月数 コース数
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『施設関連事業』

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ヶ月

埼玉県サッカー協会サッカー場を整備・活用して、本県サッカーの発展を目指し、指導者・審判員の養成、選手の強化・育成等をはかるための施設を管理・運営することである。

施設事業
≪内容≫

自治体の施設を借り上げて、本法人専用の夜間照明付き人工芝のサッカー場を設置し、維持管理を行い、指導・普及事業におけるトレーニングセンターや指導者・審判員養成事業・または競技

会開催に使用する。

事業活動 参加人数(見込)
回数(頻度)

1 SFAフットボールセンターの運営 ﾁｰﾑ 12

期間 月数
会場（備考）

【成果】

各種委員会、連盟、市町協会、登録チーム等で利用があった。コロナの影響もあり、室内である体育館利用は、１年を通して委員会事業以外は利用中止とした。各施設の利用数は以下の通り

　　≪グランド≫　利用団体数：1,290団体(延べ数)、利用時間：4,054時間

　　≪体育館≫　利用団体数：110団体(延べ数)、利用時間：689時間

　　≪講義室≫　利用団体数：102団体(延べ数)、利用時間：682時間

ｺｰｽ SFAフットボールセンター

コース数

Ⅳ．施設事業

公益目的事業



40



41

『手数料及び物品販売事業』

【成果】

売店出店手数料は、ＳＦＡフットボールセンターの自動販売機収入を含めている。自動販売機収入が約８3万円、その他約129万円の収入があり、売店出店手数料全体では約212万円の収入と

なった。加盟チームのユニフォーム申請手数料収入等は約140万円となった。物品販売では、スポーツ製品の販売は今年度行われず、カレンダー販売が約54万円の収入、その他の収入はなく、

物品販売全体では約54万円の収入となった。

収益事業

Ⅰ．手数料及び物品販売事業

各種の手数料収入や、スポーツ用品及び代表選手のカレンダー等のサッカー関連物品の販売収益をもって、公益目的事業を推進するための事業である。

1.手数料及び物品販売事業
≪内容≫

手数料収入の大半を占めるのが、売店出店手数料である。売店出店を許可する競技会においては、売上金額の一定割合を出店者より受領する。当事業年度の予算は２０万円程度を見積ってい

る。その他、加盟チームがユニフォームに企業名及び商品名等を掲示する申請手数料収入等で７０万円余りを見積っている。

物品販売に関しては、スポーツ製品の販売を行ってきたが、当事業年度は見込んでいない。また、ジェイリーグフォト株式会社が制作している日本代表やなでしこ、個々の選手のカレンダーの販売

も行っている。販売の案内及び取りまとめは各連盟に依頼している。当事業の年度予算は従来の実績により、６０万円と見積っている。さらに、ＳＦＡフットボールセンターの収入として、６０万円程度

の自動販売機収入を見込んでいる。
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『チーム及び登録事業』

【成果】

チーム数、選手登録数について、サッカーカテゴリーではチーム数は全国第３位(1,623チーム)、選手数は全国第２位(51,298人)。フットサルカテゴリーではチーム数は全国第8位(74チー

ム)、選手登録数は全国第9位(1,164人)となっている。

サッカーカテゴリーでは、2021年度と比較して選手登録数は若干減少したが、フットサルカテゴリーについては選手登録数、チーム数において増加した。

Ⅰ．チーム及び選手登録事業

本法人の行うサッカーの指導・普及、競技会開催、代表関連、施設管理の各事業は、本法人が加盟する日本協会と連動して行われるチーム加盟及び選手登録が基本条件と

なっている。そして、この登録等の手続きは、誰でもサッカーを楽しむことができるようにと、あらゆる年代と性別をカバーするように制度化されている。チームに登録された選

手は、その種別において行われる全ての競技会、研修会、その他のイベントに参加することができる。

1.チーム及び選手登録事業
≪内容≫

チーム加盟及び選手登録の種別は、以下のとおりであり、選手はそのいずれかに登録する必要がある。

(ア)　第１種　　年齢を制限しない選手により構成されるチーム

(イ)　第２種　　概ね高校生年代の選手により構成されるチーム

(ウ)　第３種　　概ね中学生年代の選手により構成されるチーム

(エ)　第４種　　概ね小学生年代の選手により構成されるチーム

(オ)　女　子　　女子の選手により構成されるチーム

(カ)　シニア　　４０歳以上の選手により構成されるチーム

(キ)　フットサル　　フットサルの選手により構成されるチーム

収益事業
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数 順位 数 順位

東京都 2022 343 353 341 802 141 194 2,174 1 11,412 15,861 14,198 38,811 3,343 4,981 88,606 1

埼玉県 2022 301 181 476 535 80 50 1,623 3 8,568 9,859 14,815 14,110 1,939 2,007 51,298 2

神奈川県 2022 193 237 508 544 76 98 1,656 2 5,721 9,732 15,013 10,613 1,818 2,443 45,340 3

愛知県 2022 166 194 393 298 55 39 1,145 7 5,177 8,598 12,998 12,849 1,209 1,263 42,094 4

千葉県 2022 120 177 387 292 68 38 1,082 8 3,846 8,265 12,263 12,852 1,546 1,662 40,434 5

兵庫県 2022 326 167 298 325 55 18 1,189 6 8,580 6,836 9,649 12,283 1,331 876 39,555 6

大阪府 2022 175 221 390 323 66 42 1,217 5 5,418 9,192 10,088 9,884 1,354 1,462 37,398 7

静岡県 2022 249 124 259 329 53 18 1,032 9 5,954 6,355 8,625 12,190 1,151 1,396 35,671 8

北海道 2022 273 184 343 343 44 121 1,308 4 6,256 5,242 7,453 10,726 888 2,622 33,187 9

福岡県 2022 154 133 196 265 33 34 815 10 4,747 6,012 5,819 7,473 636 872 25,559 10

茨城県 2022 84 105 247 257 29 13 735 11 2,784 4,257 6,868 7,345 644 744 22,642 11

京都府 2022 166 75 131 118 24 58 572 12 4,115 3,413 3,679 4,563 518 1,289 17,577 12

広島県 2022 116 103 83 185 37 12 536 14 3,353 3,574 2,566 4,876 750 877 15,996 13

熊本県 2022 81 61 151 144 21 29 487 19 2,373 3,150 4,235 3,939 375 860 14,932 14

栃木県 2022 86 65 136 155 26 39 507 16 2,329 2,808 3,420 4,463 525 829 14,374 15

鹿児島県 2022 99 68 153 177 20 34 551 13 2,665 2,428 3,580 4,197 352 1,050 14,272 16

宮城県 2022 96 73 154 143 25 15 506 17 2,494 2,792 3,314 4,047 539 642 13,828 17

長野県 2022 89 86 150 129 32 34 520 15 1,965 2,856 3,800 3,795 497 706 13,619 18

群馬県 2022 55 60 129 162 37 47 490 18 1,593 2,744 3,458 3,853 759 1,182 13,589 19

岐阜県 2022 86 65 133 148 11 11 454 21 2,238 2,324 3,073 4,918 201 438 13,192 20

岡山県 2022 98 71 112 115 21 35 452 22 2,608 2,530 3,123 3,223 357 829 12,670 21

沖縄県 2022 71 61 100 147 52 27 458 20 1,761 2,029 3,100 3,659 982 757 12,288 22

新潟県 2022 46 75 122 148 20 24 435 23 1,200 2,764 2,913 4,270 401 675 12,223 23

三重県 2022 36 52 112 146 20 19 385 24 1,129 2,133 3,063 4,038 376 749 11,488 24

長崎県 2022 42 53 112 140 14 19 380 25 1,773 2,119 2,641 3,240 308 916 10,997 25

大分県 2022 103 40 77 111 11 10 352 28 2,915 1,563 2,152 3,005 241 404 10,280 26

滋賀県 2022 58 54 82 121 12 4 331 29 1,770 2,255 2,426 3,440 294 84 10,269 27

愛媛県 2022 60 47 104 107 16 20 354 27 1,727 1,751 2,445 2,734 308 913 9,878 28

福島県 2022 34 62 132 114 13 10 365 26 999 2,041 2,803 2,901 209 562 9,515 29

山口県 2022 37 43 90 115 21 15 321 30 1,321 1,756 2,214 3,136 386 519 9,332 30

宮崎県 2022 43 45 99 101 15 15 318 31 1,172 1,965 2,180 2,454 262 731 8,764 31

石川県 2022 49 44 71 75 13 22 274 34 1,375 1,739 2,136 2,130 247 716 8,343 32

奈良県 2022 59 39 71 73 8 39 289 32 1,299 1,384 1,984 2,535 144 961 8,307 33

佐賀県 2022 60 36 80 74 13 23 286 33 1,516 1,561 1,990 2,113 243 623 8,046 34

香川県 2022 45 38 56 67 10 24 240 40 1,155 1,442 1,619 2,848 190 727 7,981 35

山形県 2022 21 43 79 97 20 9 269 37 617 1,703 2,020 2,586 363 483 7,772 36

山梨県 2022 32 33 60 69 13 23 230 41 862 1,690 1,678 2,297 354 745 7,626 37

岩手県 2022 31 50 81 86 8 13 269 36 773 1,429 1,951 2,309 275 601 7,338 38

青森県 2022 24 53 85 85 18 6 271 35 653 1,534 1,863 2,331 313 364 7,058 39

富山県 2022 48 40 54 80 10 9 241 39 1,139 1,435 1,515 2,274 232 416 7,011 40

徳島県 2022 38 28 66 69 16 25 242 38 1,048 841 1,320 1,876 263 614 5,962 41

福井県 2022 43 27 53 56 6 18 203 44 1,095 953 1,452 1,778 117 387 5,782 42

島根県 2022 46 30 43 56 5 7 187 46 1,094 1,085 1,259 1,816 98 354 5,706 43

和歌山県 2022 26 30 60 70 8 15 209 43 744 1,040 1,253 1,950 172 331 5,490 44

高知県 2022 46 29 57 50 9 23 214 42 1,100 838 1,188 1,214 148 605 5,093 45

鳥取県 2022 36 23 47 69 10 8 193 45 815 872 1,014 1,742 180 273 4,896 46

秋田県 2022 11 27 45 53 5 18 159 47 274 848 1,013 1,396 68 498 4,097 47

シニア
合計(1人1カウント)合計

第１種 第２種 第３種 第４種 女子
都道府県 年度

チーム登録数 選手登録数

第１種 第２種 第３種 第４種 女子 シニア

2022年度＿都道府県別チーム及び選手登録数一覧≪サッカー≫参考
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2022年度＿都道府県別チーム及び選手登録数一覧≪フットサル≫

数 順位 数 順位

東京都 2022 169 21 17 18 0 0 225 1 2,789 370 352 256 0 0 3,767 1

北海道 2022 135 10 7 1 0 0 153 3 2,441 126 122 11 0 0 2,700 2

静岡県 2022 109 12 12 21 0 0 154 2 1,540 167 154 766 0 0 2,627 3

神奈川県 2022 75 18 6 9 0 0 108 4 1,209 547 80 204 0 0 2,040 4

愛知県 2022 65 6 11 15 0 0 97 5 1,011 91 183 260 0 0 1,545 5

大阪府 2022 68 5 4 1 0 0 78 7 1,169 74 37 11 0 0 1,291 6

鹿児島県 2022 72 3 5 3 0 0 83 6 1,051 77 66 24 0 0 1,218 7

千葉県 2022 57 2 2 7 0 0 68 10 945 49 34 147 0 0 1,175 8

埼玉県 2022 50 6 6 12 0 0 74 8 843 154 48 119 0 0 1,164 9

兵庫県 2022 64 5 1 2 0 0 72 9 1,009 78 14 38 0 0 1,139 10

福岡県 2022 56 3 1 1 0 0 61 11 848 35 6 11 0 0 900 11

京都府 2022 37 3 0 6 0 0 46 14 632 76 0 79 0 0 787 12

秋田県 2022 57 0 0 0 0 0 57 12 782 0 0 0 0 0 782 13

大分県 2022 42 3 4 2 0 0 51 13 632 17 36 30 0 0 715 14

三重県 2022 32 4 2 7 0 0 45 15 487 33 23 171 0 0 714 15

高知県 2022 40 1 1 1 0 0 43 16 623 11 6 14 0 0 654 16

宮城県 2022 27 3 2 1 0 0 33 17 407 68 38 14 0 0 527 17

栃木県 2022 27 1 0 2 0 0 30 21 411 28 0 31 0 0 470 18

熊本県 2022 19 2 2 2 0 0 25 28 371 45 26 25 0 0 467 19

岡山県 2022 26 1 1 3 0 0 31 19 402 16 9 35 0 0 462 20

沖縄県 2022 24 1 1 0 0 0 26 26 427 13 11 0 0 0 451 21

群馬県 2022 32 0 0 1 0 0 33 18 438 0 0 7 0 0 445 22

岐阜県 2022 23 1 1 5 0 0 30 22 345 17 11 67 0 0 440 23

佐賀県 2022 19 0 1 4 0 0 24 29 326 0 12 88 0 0 426 24

岩手県 2022 15 3 4 2 0 0 24 30 310 36 74 3 0 0 423 25

福島県 2022 20 3 2 4 0 0 29 23 288 36 29 68 0 0 421 26

愛媛県 2022 18 1 2 2 0 0 23 34 311 15 41 44 0 0 411 27

香川県 2022 26 0 0 0 0 0 26 27 405 0 0 0 0 0 405 28

長崎県 2022 18 2 3 5 0 0 28 24 256 43 39 65 0 0 403 29

滋賀県 2022 19 0 0 5 0 0 24 31 319 0 0 81 0 0 400 30

長野県 2022 23 4 2 2 0 0 31 20 340 42 5 0 0 0 387 31

山口県 2022 22 0 2 3 0 0 27 25 330 0 10 45 0 0 385 32

広島県 2022 21 1 1 1 0 0 24 32 342 6 10 23 0 0 381 33

茨城県 2022 15 0 2 5 0 0 22 38 264 0 27 82 0 0 373 34

新潟県 2022 21 0 0 2 0 0 23 35 333 0 0 30 0 0 363 35

福井県 2022 10 4 4 1 0 0 19 39 152 100 77 8 0 0 337 36

富山県 2022 19 1 2 1 0 0 23 36 282 12 25 0 0 0 319 37

奈良県 2022 18 2 1 3 0 0 24 33 254 12 11 27 0 0 304 38

石川県 2022 17 1 1 0 0 0 19 40 300 3 1 0 0 0 304 39

青森県 2022 15 0 2 1 0 0 18 41 252 0 35 14 0 0 301 40

和歌山県 2022 13 2 2 6 0 0 23 37 204 8 22 65 0 0 299 41

鳥取県 2022 13 0 2 2 0 0 17 43 243 0 11 29 0 0 283 42

島根県 2022 14 0 2 2 0 0 18 42 180 0 33 57 0 0 270 43

山梨県 2022 6 0 5 4 0 0 15 44 79 0 83 100 0 0 262 44

徳島県 2022 11 0 0 1 0 0 12 45 197 0 0 22 0 0 219 45

宮崎県 2022 9 1 0 2 0 0 12 46 168 5 0 29 0 0 202 46

山形県 2022 7 0 3 0 0 0 10 47 120 0 34 0 0 0 154 47

シニア
合計(1人1カウント)合計

第１種 第２種 第３種 第４種 女子
都道府県 年度

チーム登録数 選手登録数

第１種 第２種 第３種 第４種 女子 シニア

参考
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「事業報告の附属明細書については、当該事項がないため、
作成を省略している。」


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46

